
 
 

京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表  
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （中 略） 
第２７条 卒業の要件は、学部所定の期間在学し、学士

試験に合格することとする。 
 
 
 
 
第２７条の２ 学部においては、学生に対して、前条の

学士試験及び学修の成果に係る評価の基準をあらか

じめ明示するものとする。 
 （中 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４３条   
２      （略） 
３   

 
第１７条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しく

は実技のいずれかにより又はこれらの併用により行

うものとする。 
２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところに

より、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を

行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
３ 第１項の授業は、外国において履修させることがで

きる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

る場合についても、同様とする。 
４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定める

ところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うこ

とができる。 
 
第２７条 卒業の要件は、学部所定の期間在学し、学部

所定の卒業に必要な単位数を修得し、学士試験に合格

することとする。 
２ 前項の規定による卒業に必要な単位のうち、第１７

条の２第２項に規定する授業の方法により修得する

単位数は、６０単位を超えないものとする。 
第２７条の２ 学部においては、学生に対して、前条第

１項の学士試験及び学修の成果に係る評価の基準を

あらかじめ明示するものとする。 
 
第４２条の５ 科目の区分は、大学院共通科目及び研究科

科目とする。 
第４２条の６ 授業は、講義、演習、実験、実習若しく

は実技のいずれかにより又はこれらの併用により行

うものとする。 
２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところに

より、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を

行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
３ 第１項の授業は、外国において履修させることがで

きる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

る場合についても、同様とする。 
４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定める

ところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うこ

とができる。 
第４３条  
２  
３  

  （同 左）   



 
 

改   正   前 改   正   後 
４ 前条第３項の規定による連携外国大学院が開設す

る国際連携教育課程に係る科目について修得した単

位又は連携外国大学院において受けた国際連携教育

課程に係る研究指導は、本学大学院における国際連携

教育課程に係る科目の履修により修得し、又は当該国

際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 
 
５ 前条第３項の規定による連携外国大学院と共同し

て開設する科目の履修により修得した単位は、５単位

を超えない範囲で、本学大学院又は当該連携外国大学

院のいずれかにおいて修得したものとすることがで

きる。ただし、第４９条第２項の規定により連携外国

大学院において修得することとしている単位数に満

たない場合は、当該単位を連携外国大学院において修

得した単位とすることはできない。 
 （中 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（後 略） 

４ 第４２条の４第３項の規定による連携外国大学院

が開設する国際連携教育課程に係る科目について修

得した単位又は連携外国大学院において受けた国際

連携教育課程に係る研究指導は、本学大学院における

国際連携教育課程に係る科目の履修により修得し、又

は当該国際連携教育課程に係るものとみなすものと

する。 
５ 第４２条の４第３項の規定による連携外国大学院

と共同して開設する科目の履修により修得した単位

は、５単位を超えない範囲で、本学大学院又は当該連

携外国大学院のいずれかにおいて修得したものとす

ることができる。ただし、第４９条第２項の規定によ

り連携外国大学院において修得することとしている

単位数に満たない場合は、当該単位を連携外国大学院

において修得した単位とすることはできない。 
 
第５３条の４の２ 科目の区分は、大学院共通科目及び

専門職大学院科目とする。 
第５３条の４の３ 授業は、講義、演習、実験、実習若

しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 
２ 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実

践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地

調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若し

くは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う

など適切に配慮しなければならない。 
３ 第１項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところ

により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業

を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
４ 前項の規定により多様なメディアを高度に利用し

て授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、

これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に

関して、当該効果が認められる授業について、行うこ

とができるものとする。 
５ 第１項の授業は、外国において履修させることがで

きる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

る場合についても、同様とする。 
６ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定める

ところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うこ

とができる。 
 
   附 則（令和４年達示第９９号） 
 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 




